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●ハザードマップを活用した防災訓練の実施 

ハザードマップは住民が自助・共助により自らの命は自らが守る意識を持つために重要

な情報源の一つである。よって、市町村はハザードマップを作成・配布するのみではな

く、住民等が土砂災害の危険等を理解し、避難行動の実効性を高めるための取り組みを行

うべきである。 

例えば、その内容について説明するだけにとどまらず、ハザードマップを活用した防災

訓練や防災教育を実施することで、発災場所のみならず、避難場所までの避難経路におけ

る危険度の理解が深まり、有事の際の避難意識の醸成が図られることなどが期待される。 

ハザードマップを使った防災訓練は、講習会等の座学と違い、地域の住民と連携し、自

分の住んでいる地域の土砂災害リスクを肌で感じながら避難することが可能となるため、

特に有効な手段となる。 

 

 

  

  

出典：国土交通省 水管理・国土保全局砂防部資料 
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出典：国土交通省 水管理・国土保全局砂防部資料 
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●要配慮者利用施設に対しての避難計画策定支援の取り組み  

 県防災砂防課では、「避難確保計画作成等促進庁内連絡会議」に参画し、民生部局・教育

部局と連携することで、市町村や施設管理者への避難計画策定支援を行っている。 

具体的な避難計画策定支援としては、計画策定率が 100％となっている市町村に対し、「施

設管理者への指導内容」をヒアリングし、その成功事例を、他の市町村や施設管理者へ展開

する取り組みをしている。 

 これら成功事例のポイントは、きめ細やかな計画策定支援にあると考えている。 

特に、施設職員一人一人が担当する内容を把握し、いざというときに対応できる必要があ

ることから、「統括指揮者」「情報連絡班」「避難誘導班」「装備品等準備班」と役割分担をし、

さらに、警戒避難レベルに応じて、各担当班が具体的に取るべき行動を把握しておくことの

重要性を説明しており、それらを見える化した計画の策定を促している。 

 

 

 

 

出典：国土交通省 水管理・国土保全局砂防部資料 
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第４章 計画の進行管理及び計画の進め方について 

 
4.1 計画の進行管理 

本計画については、事業の執行状況の把握や事業目的の達成状況を確認し、必要に応じて

フォローアップを行い、着実な砂防治水対策を進めていく。  

 

ここで、改めて上位計画と「みやぎ砂防アクションプラン２０２４」の関係図を以下に示

す。 

 

図 4.1  上位計画と「みやぎ砂防アクションプラン２０２４」との関係 
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本アクションプランでは、ハード対策として「土砂災害から、最大限人命と財産を保全」

ソフト対策として「土砂災害リスク箇所の周知と早期避難の促進」の２つの目標を設定し、

さらに、ハード対策で「①土砂災害警戒区域への施設整備」、「②流域治水砂防への対応」、

「③老朽化した砂防関係施設への対応」の３つ、ソフト対策で「④土砂災害リスク箇所の危

険周知」、「⑤土砂災害に対する住民意識の啓発」の２つの課題を設定し、各々について「問

題点」「取組方針」を述べてきた。 

 

今回、それに加えて「①避難所や要配慮者利用施設を抱える区域を優先的に対策し、１１

２箇所のハード整備を完了」「②県内全域で土砂洪水氾濫リスクを検討し、抽出された流域

で氾濫対策を実施」、「③老朽化が顕著な１５６施設全ての対策に着手し、１１０施設（７

０％）の対策を完了」、「④高精度な地形情報をもとに抽出した、全ての土砂災害リスク箇所

について砂防基礎調査を完了」、「⑤町内会や企業向けの出前講座を全市町村で開催、土砂災

害危険箇所に関するリーフレットを作成し、全市町村へ周知」といった具体的な成果目標を

設定し、その達成状況について進行管理をしていくこととする。 

なお、新たに土砂災害被害が発生した箇所への対応状況を踏まえることはもとより、地形

改変があった場合や要配慮者施設の建設が確認された場合、また砂防施設点検後に要対策

箇所が判明した場合等は、適宜計画を変更していく。 

 

また、計画の進行管理のため、投資実績や事業進捗を管理することも想定している。これ

は、予算執行計画が国交省の制度や補助・交付金予算の配分額により変更となり、事業進捗

に大きな影響を及ぼすことが想定されるためである。 

 

さらに、当該事業を実施する上での懸案・課題を確認し、解決方針などの事業戦略を検討

した上で、予算の執行計画を策定する観点も重要である。この取組を繰り返し行うことで、

事業の早期効果発現と円滑な執行に努めていく。  

 

事業効果については、「砂防事業の費用便益分析マニュアル（案）（令和 3年 1月 国交省

砂防部）」等をもとに算定するが、要配慮者利用施設、避難所、重要道路の規模、並びに保

全対象の人口・資産状況などを把握し、整備量との対比から効果を検証する。 

 

4.2 計画の進め方について 

計画の推進に当たっては、「宮城県土木・建築行政推進計画（2021～2030）」の基本理念

に基づき、近年の気候変動により頻発化、激甚化する土砂災害に対応するため、計画的な

施設整備、施設老朽化対策を進めていく箇所については、事業箇所を明らかにし、土砂災

害被害の防止、軽減に向けた施策を進めていく。  
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本計画において設定した施策について、「施策① 土砂災害警戒区域等の重要度に応じ

た事業実施」「施策② 他部局と連携した流域治水砂防への取り組み」、「施策③ 長寿命化

計画に基づく老朽化対策」については、施策ごとに都度優先順位を検討し、資金計画の状

況を踏まえつつ、事業実施可能性を総合的に判断し実行していく。  

「施策④ 新たな土砂災害リスク箇所の早期の危険周知」については、土砂災害の危険

箇所を市町村へ周知する重要な手続きであるため、市町村と協働しながら計画的に取り組

んでいく。 

「施策⑤ 災害情報の伝達の工夫と防災境域・防災訓練による住民意識の啓発」につい

ては、引き続き気象台や市町村と連携した確度の高い災害情報の取得・提供や、出前講座

や土砂災害防止のための講習会、防災訓練、絵画・作文コンクールの開催、土砂災害パト

ロールの実施等、多様な観点で防災・減災に資する取り組みを行い、住民の防災意識向上

を図ることにする。 

加えて、国土強靱化事業や維持管理事業など、全県的な対応や個別課題にあわせた機動

的な対応が必要な箇所については、個別の事業計画に基づき、施策を進めていく。 

 

4.2.1 国土強靭化事業について 

国土強靱化に向けた対策については、国において、「国土強靱化基本計画」（平成 30 年 12 

月改訂）に基づき、「激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策」などの更なる加

速化・ 深化を図るため、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」（令和 2年 

12 月 11 日閣議決定）を定め、令和 3 年度から令和 7 年度までの 5 か年に必要となる事業

について、重点的かつ集中的に対策を講ずることとしている。 

本県においても国土強靱化対策が必要な区間については、令和 3年度を初年度とする 「宮

城県国土強靱化地域計画（第 2期）」に基づき、異常気象等による広域かつ長期的な市街地・ 

集落等の土石流被害、土砂・洪水氾濫被害を防止することとしている。 

さらに、令和 5 年 6 月の国土強靭化基本法の改正を踏まえた、次期国土強靭化地域計画

の策定をにらみ、機動的な事業展開が図れるよう注視していくものとする。 

 

4.2.2 維持管理事業について 

宮城県内の砂防関係施設は、明治 45 年に砂防事業を開始したのを皮切りに、昭和 35 年

より地すべり対策施設、昭和 45 年より急傾斜地崩壊対策施設の整備を行っており、県が管

理する公共土木施設の中でも特に長い歴史を有する施設が多数存在する。 

加えて，近年では地すべり対策事業の概成箇所へ設置している自動観測装置や，県内 55

局の雨量観測局など、土木構造物と比較し更新間隔の短い施設も管理しており、よりきめ細

やかな維持管理が求められている。 

砂防施設・地すべり防止施設・急傾斜地崩壊対策施設については、大雨や地震時に行う緊

急点検により、被災の有無を確認するとともに、定期点検（最長 10 年に 1回）により、劣
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化進行の具合等を把握することとしており、必要に応じ長寿命計画に反映のうえ、国補助事

業等を活用し改築等の対策を実施していく。 

雨量局については、概ね 10 年毎の機器更新が必要なことから、年次計画に基づき計画的

な更新を行っていく。 

その他、地すべり観測装置の管理については、管理業務により機器の劣化程度を把握し、

必要に応じ機器の更新を行っていく。 
  


